
平
成
22
年
8
月
診
療
分
か
ら
、
中
学
生
は
平

成
23
年
4
月
診
療
分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
入
院

医
療
費
が
助
成
さ
れ
ま
す
。（
助
成
額
は
左

上
の
表
参
照
）

申
請
の
手
続
き
は
ど
こ
で
行
え
ま

す
か
？ 

住
民
保
険
課
福
祉
医
療
係
で
行
え

ま
す
。
次
の
も
の
を
窓
口
に
持
参

し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

氏
名
・
保
険
点
数
・
自
己
負
担
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書

健
康
保
険
証
（
入
院
し
た
人
の
名
前
が
記

さ
れ
た
も
の
）

印
鑑

金
融
機
関
の
通
帳
（
郵
便
局
以
外
）

高
額
療
養
費
支
給
決
定
通
知
書
（
該
当
す

る
人
の
み
）

郵
送
に
よ
る
申
請
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

次
の
書
類
を
同
封
し
、
住
民
保
険
課
福
祉

医
療
係
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
書
類
（
い
ず
れ
も
写
し
可
）

助
成
金
交
付
請
求
書

氏
名
・
保
険
点
数
・
自
己
負
担
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書

健
康
保
険
証
（
入
院
し
た
人
の
名
前
が
記

さ
れ
た
も
の
）

高
額
療
養
費
支
給
決
定
通
知
書
（
該
当
す

る
人
の
み
）　　

※
助
成
金
交
付
請
求
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
印
刷
、
ま
た
は
住
民
保
険
課
福
祉

医
療
係
か
ら
取
り
寄
せ
る
こ
と
で
取
得
で

き
ま
す
。

問
・
郵
送
先　

〒
6
3
6
・
０
３
９
２ 　

田

原
本
町
8
9
0
の
1　

田
原
本
町
役
場
住
民

保
険
課
福
祉
医
療
係
（
☎
34
・
2
0
9
5
）

暮
ら
し

life

ん
な
と
き

こ

う
し
た
ら
い
い
の
？

ど

小
・
中
学
生
が
入
院
し
た
と
き
に
、

小
・
中
学
生
が
入
院
し
た
と
き
に
、

医
療
費
の
助
成
を
ど
う
し
た
ら
受
け
ら
れ
る
の
？

医
療
費
の
助
成
を
ど
う
し
た
ら
受
け
ら
れ
る
の
？

小
・
中
学
生
が
入
院
し
た
と
き
の

医
療
費
の
助
成
は
あ
り
ま
す
か
？

医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

診
療
日
に
、
田
原
本
町
に
住
所
が

あ
る
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
。
小
学
生
は

ＱＡ

ＱＡ

入院期間が 14日未満の場合

保険診療にかかる自己負担額－ 500 円

入院期間が 14日以上の場合

保険診療にかかる自己負担額－ 1,000 円

※ 1ヵ月、1医療機関ごとの助成額です。
※高額療養費などの、健康保険から給付さ
れる額を除きます。

入院医療費の助成額

人
権

Hum
an rights

1

※「てんいち」とは、てん（英語の 10）と、いち（1）を合
わせて 1

てんいち

1（毎月 11日は人権を確かめあう日）という意味です。

2 3 4
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暮らしの情報 　町民の皆さんの生活に関する情報を
紹介します。

健
康

Health

国保中央病院☎ 32-8800

19

安全・安心な
医療の提供
リスクマネージャー　大倉章代

　

近
年
、
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
事
故
の

発
生
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
社
会
問
題
化

し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
病
院
に
お
い
て
も
、
医
療
事
故

に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
医
療
安
全
委
員
会
を

設
置
し
、
各
部
門
か
ら
「
ヒ
ヤ
リ
と
し
た
こ

と
や
、
ハ
ッ
と
し
た
こ
と
」
な
ど
を
イ
ン
シ

デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
報
告
し
て
も
ら
い
、

そ
の
内
容
の
分
類
や
集
計
を
行
う
こ
と
で
、

原
因
分
析
や
改
善
策
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
病
院
内
の
巡
回
や
館
内
外
の
安
全

点
検
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
医
療
安
全

に
関
す
る
研
修
会
や
報
告
会
な
ど
を
行
い
、

知
識
・
技
術
の
向
上
や
安
全
な
体
制
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

高
度
医
療
の
進
む
な
か
、
今
後
ま
す
ま
す

患
者
―
―
医
療
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

強
化
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ま
す
。
患
者
・

ご
家
族
の
人
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
共

に
強
い
絆
の
も
と
安
全
・
安
心
の
確
保
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

教
育

 Education

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
届
出
は
加
入
す
る
と
き
だ
け

で
な
く
、
被
保
険
者
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き

に
も
必
要
で
す
。
も
し
、
届
出
を
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
、
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
受

け
取
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず

届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
加
入
種
別

第
1
号
被
保
険
者

自
営
業
や
農
業
・
漁
業
の
人
と
そ
の
配
偶

者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
の
人
な
ど
が
対

象
と
な
り
、
加
入
や
種
別
変
更
の
手
続
き

は
、
町
住
民
保
険
課
・
桜
井
年
金
事
務
所

の
窓
口
で
行
い
ま
す
。

第
2
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る

桜井年金事務所☎ 42-0033
町住民保険課国保医療・年金係☎ 34-2097

こんなときには
届出が必要です

知 ろ 国 民 年 金

後 の 備 え に ！

う

老

届出が必要なとき届出が必要なとき 異動の内容異動の内容 持参するもの持参するもの
20 歳になったとき
（厚生年金や共済年金加入者、国
民年金第３号被保険者を除く）

第 1号被保険者になります。 ・印鑑（本人自署の場
合は不要）

退職したとき
（厚生年金や共済年金加入者の
場合）

第 2 号被保険者から第 1 号被保
険者になります。（第 3号被保険
者に該当する場合を除く）

・印鑑（本人自署の場
合は不要）

・年金手帳
・退職日が確認できる
書類※

配偶者に扶養されていたが、配
偶者が厚生年金、共済年金を辞
めたとき

第 3 号被保険者から第 1 号被保
険者になります。

※離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書・厚生年金資格喪失証明書など

人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。加
入
手
続
き
は
、

会
社
や
官
公
庁
が
行
い
ま
す
。

第
3
号
被
保
険
者

第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
の
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。届
出
は
、

配
偶
者
の
勤
務
先
を
通
じ
て
行
い
ま
す
。
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誤認を防止するため、お名前をご自分で言って
いただくようお願いしています。
疑問に思ったことは遠慮なくお尋ねください。

安全に医療を受けていただくために

普段から服用されている薬がある場合は、説明
書やお薬手帳を持参してください。
アレルギーのある薬があればお知らせください。

受診の際は、お薬手帳を持参しましょう




